
公民館生涯学習推進員を 
募集します！ 

 

公民館生涯学習推進員とは？ 

人生 100年時代を迎え、地域コミュニティでの居場所づくりや人と人との 

つながりづくりの重要性が注目されています。 

公民館は町民の「学び」の拠点として、学びを通じた仲間づくりや、 

地域活性化・まちづくりの拠点としての役割も期待されております。 

町民参加の主体的な生涯学習活動を推進のために、寒川町教育委員会 

では各公民館に公民館生涯学習推進員を設置しています。 

 

どのような活動をしますか？ 

①公民館での講座・イベントの企画・立案 

公民館を拠点とした地域の生涯学習活動を推進するため、推進員が講座・イベントの企画・立案します。

具体的には、定例会議を開催し、推進員と公民館職員がアイディアを出し合い、事業の内容、対象者、時

期、時間帯、場所、講師などを考えていきます。 

【令和５年度の定例会議開催状況】 

町民センター…第１月曜午前、北部公民館…第３土曜日午後、南部公民館…第１金曜日午後 

（※講座・イベント企画の開催時期により、定例会議を開催しない月もあります） 

 

②講座・イベントの実施 

講座・イベントの事業企画が決まったら実施に向けて、講師との調整、ポスター・チラシなどの周知方法

の検討、当日の役割分担、必要な資料や材料の準備など公民館と推進員が協働しながら事前準備・当日運

営を行います。各館で年間５～１０本程度の企画を実施や、公民館まつりの運営協力をしています。 

【令和 5年度の生涯学習推進員企画事業】町民センター…体にやさしい体操教室、親子工作教室等／北部公民館…夏休みこど

もフェスティバル、ほくぶ寄席等／南部公民館…寒川神社をもっと知ろう講座、茅ヶ崎市博物館見学と下寺尾官衙遺跡散策等 

 

③生涯学習情報の収集及び提供 

地域における生涯学習推進のための企画を考えるための情報収集や、公民館生涯学習推進員の活動を発信

するために、各講座等のポスター・チラシ、公民館生涯学習推進員だよりの作成や町広報、ミニコミ紙な

どで地域住民や学校、団体等への情報提供を行います。 

 

④その他生涯学習に関すること 

地域における生涯学習を推進するために情報交換、研修などを行います。 

 

【任  期】令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで（2 年間） 

【応募方法】３月２２日（金）までに裏面の申込書を各公民館または教育政策課へ直接 

【募集人数】各公民館 20 人以内 

 

問い合わせ・申し込み先  

■寒川町教育委員会 教育政策課社会教育担当 <住所>〒253-0196 寒川町宮山 165 

<電話>0467-74-1111 内線 514<FAX>0467-75-9907 

■町民センター <電話>0467-74-2333 <FAX>0467-75-2239 

■北部文化福祉会館（北部公民館） <電話>0467-74-1515 <FAX>0467-74-7405 

■南部文化福祉会館（南部公民館） <電話>0467-75-0281 <FAX>0467-75-1777 

公民館の講座・ 

イベントづくりに

参画しませんか？ 

募集期間延長！ 



  年   月   日   

公民館生涯学習推進員 申込書 

(あて先)寒川町教育委員会教育長 

 

以下のとおり、公民館生涯学習推進員に申し込みます。 

希 望 公 民 館 
□町民センター         □北部公民館       □南部公民館 

□どの公民館でもよい 

氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

 

住 所  

連絡先電話番号 
（自  宅） 

（携帯電話） 

Eメールアドレス                    ＠ 

生 年 月 日 年       月      日 （       歳） 

公民館の利用経験 

□公民館サークル等で利用している（していた） 

□公民館講座に参加したことがある 

□自治会、PTA等の地域活動で利用したことがある 

□これまで利用したことがない 

□その他（                                            ） 

自 由 記 述 欄 

（応募の動機等） 

 

記入例 

 応募しようと思っ

たきっかけ 

 公民館でやって

みたいこと 

 興味のあること 

 特技、趣味、専門

知識、資格等 

  

 


